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令和元年度うるま市健全化判断比率及び資金不足比率 

に対する審査意見書の提出について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項

の規定により、審査に付された令和元年度うるま市健全化判断比率及び資金不

足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査した結果、次の

とおり意見書を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和元年度 うるま市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 

                           

第 1 審査の概要 

     

1．審査の対象 

令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率並びに算定の基

礎となる事項を記載した書類。 

 

2．審査の期間 

令和 2 年 7 月 30 日～令和 2 年 8 月 14 日 

 

 3．審査の方法 

うるま市監査基準（平成 29 年監査委員告示第 1 号）に準拠して、証憑突

合、分析等、必要と認める審査手続きを実施した。ただし、重要な数値に限

定し審査を行っている。 

 

第 2 審査の結果 

審査に付された下記の健全化判断比率及び資金不足比率は、前記の方法に

より審査した限りにおいて、いずれも関係法令等に準拠して作成され、算定

は適正であると認められた。 

1．健全化比率 

 

2．資金不足比率 

 

（単位：％）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 早期健全化基準

① 実 質 赤 字 比 率 - - - 11.90

② 連結実質赤字比率 - - - 16.90

③ 実 質 公 債 費 比 率 7.9 7.7 7.3 25.0

④ 将 来 負 担 比 率 4.7 - 0.8 350.0

健全化判断比率

※実質赤字比率、連結実質赤字比率の「-」は赤字額がないことを表す

※将来負担比率の「-」は将来負担額を充当可能金額が上回っていることを表す

（単位：％）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 経営健全化基準

水 道 事 業 会 計 - - - 20.0

公共下水道事業特別会計 - - - 20.0

農業集落排水事業特別会計 - - - 20.0

資金不足比率

※「-」は資金に不足額がないことを表す 



 

 

第 3 審査の意見 

 

1．総合意見 

 

令和元年度の健全化判断比率については、全ての指標において早期健全化

基準を下回っており良好な状態を示している。しかしながら、これらの指標

は、現金主義会計による決算数値と決算時点で確定している将来の債務額に

よってのみ算出されたものであり、今後発生が見込まれるインフラ資産や事

業用資産の老朽化による更新、維持管理費用等の将来的に多額の負担が見込

まれる経費は算入されていないことに留意する必要がある。また、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により財源確保が不透明な中で、社会保障費等も増

加傾向にあり、ますます厳しい財政環境が予測されるため、引き続き効率的

な行財政運営に努められたい。 

令和元年度の資金不足比率については、3 事業会計において資金の不足額

は発生していないものの、公共下水道事業特別会計と農業集落排水事業特別

会計は一般会計からの法定外繰入金により黒字化していること、水道事業会

計は島しょ地域を抱え、送配水管の総延長が県内 2 番目に長く、将来的には

施設更新にかかる費用面で厳しい経営環境が予測されることから、今後も効

率的な事業運営に努められたい。 

  

2．個別意見 

 

（1）健全化判断比率 

 

① 実質赤字比率について 

実質赤字比率は、一般会計の実質赤字額を標準財政規模で除した比率であ

る。令和元年度の実質赤字比率は△8.75％で、実質赤字比率は該当なし(「―」

と表記)となる。また、早期健全化基準の 11.90％を下回っていることから、

良好な状態にあると認められる。 

 

② 連結実質赤字比率について 

連結実質赤字比率は、一般会計、特別会計及び公営事業会計の連結実質赤

字額を標準財政規模で除した比率である。令和元年度の連結実質赤字比率は

△19.83％で、連結実質赤字比率は該当なし(「―」と表記)となる。また、早

期健全化基準の 16.90％を下回っていることから、良好な状態にあると認め

られる。 



 

 

③ 実質公債費比率について 

実質公債費比率は、元利償還金及び準元利償還金の合計額を標準財政規模

（ただし、元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除）で除した比率

で、3 カ年平均により算出される。令和元年度の実質公債費比率は 7.3％で、

前年度に比べ 0.4 ポイント改善した。早期健全化基準の 25.0％を下回ってい

ることから、良好な状態にあると認められる。 

 

④ 将来負担比率について 

将来負担比率は、将来負担すべき実質的な負債を標準財政規模（ただし、

元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除）で除した比率である。 

令和元年度の将来負担比率は、将来負担額を充当可能金額が下回ったこと

により将来負担比率は 0.8％で、前年度に比べ 3.3 ポイント悪化した。早期

健全化基準の 350.0％を下回っていることから、良好な状態にあると認めら

れる。 

 

（2）資金不足比率 

資金不足比率は、公営企業等における資金不足額を事業規模で除した比率

である。 

 

① 水道事業会計 

今決算では 23 億 9,684 万円の資金剰余額が生じ、資金不足比率は該当し 

ない。 

 

② 公共下水道事業特別会計 

今決算では 4,800 万円の資金剰余額が生じ、資金不足比率は該当しない。 

 

③ 農業集落排水事業特別会計 

今決算では 358 万円の資金剰余額が生じ、資金不足比率は該当しない。 

 


